
区　域番　号 路 線 名 起　点 終　点 主な経過地 延　長 構造形式 車線の数 幅　員 地表式の区間における鉄道等との交差の構造幹線街路 3・3・5 八条紀寺線は ち じ ょ う き で ら せ ん 奈良市な ら し八条五丁目は ち じ ょ う ご ち ょ う め 奈良市な ら し南紀寺町みなみきでらちょう一丁目い っ ち ょ う め 奈良市な ら し 八条はちじょう二丁目に ち ょ う め、三丁目さ ん ち ょ う め、四丁目よ ん ち ょ う め、大安寺だ い あ ん じ一丁目い っ ち ょ う め、二丁目に ち ょ う め 、東と う九条く じ ょ う町ちょう、桂木町かつらぎちょう、南みなみ京終   きょうばて町   ちょう二丁目にちょうめ 、三丁目さ ん ち ょ う め、四丁目よ ん ち ょ う め、五丁目ご ち ょ う め、肘塚町かいのづかちょう、南みなみ肘  かいの塚    づか町   ちょう 約3,300m 地表式 4車線 24m（24～28m） JR関西本線と立体交差京奈和自動車道と立体交差JR桜井線と立体交差幹線道路と平面交差5箇所 すべて奈良国際文化観光都市建設計画道路　理由　　別添理由書のとおり
大和都市計画道路の変更　　　（奈良県決定）　都市計画道路中3・3・5号大和田紀寺線を3・3・5号八条紀寺線に名称を改め、次のように変更する。

「区域及び構造は計画図表示のとおり」種別 備　　考構　　　　　　造位　　　　　　置名　　　称



都市計画道路 大和田紀寺線の変更理由書１．路線の概要都市計画道路 大和田紀寺線（以下「当該路線」という。）は、起点を奈良市大和田町、終点を奈良市南紀寺町１丁目とし、（都）国道２４号バイパス線（（都）は都市計画道路の略）、（都）大和中央道および（都）高山富雄小泉線と連絡する標準幅員２４ｍ、４車線、延長約８，１１０ｍの幹線街路である。当初、昭和１３年に「１．（３）隊帯解線」として都市計画決定後、昭和４１年に「１・３・３六条第二阪奈線」として都市計画変更された。その後、平成４年に「３・３・５大和田紀寺線」として都市計画変更され、最終平成１５年に車線明記が行われている。２．都市計画道路変更の内容（１）変更の理由当該路線は、昭和４１年、京阪神大都市から流入する住宅需要に呼応して計画される奈良市西郊地域の開発地区を系統的に連携させる道路網や、国際観光都市としての観光ルートを形成する（都）六条第二阪奈線として都市計画決定された。平成４年、（都）国道１６３号バイパス線から（都）郡山斑鳩線（国道２５号）までを南北に結び、県北西部における主要な幹線道路として地域の交通の円滑な処理や土地利用の改善等、都市機能の一体的な発展を図るために都市計画決定された（都）高山富雄小泉線に接続する（都）大和田紀寺線として都市計画変更された。平成２１年、将来交通量が大幅に減少すると予測されるなか、県内の既存ネットワークを有効に活用する観点から、広域幹線道路の見直しを行った。当該路線の未着手区間は現道もなく、並行する県道奈良生駒線、国道３０８号（（都）大宮通り線）及び県道奈良大和郡山斑鳩線（（都）城廻り線）等の道路が広域幹線道路としての機能を受け持つことが可能であり、４車線の広域幹線道路としての必要性を見直す結果となった。今般、「奈良県都市計画道路の見直しガイドライン」（平成２２年 奈良県）に沿って、当該路線のうち、（都）国道２４号バイパス線より西側の区間（起点～奈良市八条町間）（以下「当該区間」という。）の必要性を検証した結果、現行の４車線の都市計画道路は、いずれの観点からも必要性が認められないため、当該区間の廃止を行うものである。（２）変更の内容（都）大和田紀寺線について以下の変更を行う。・起点～奈良市八条町間（Ｌ＝約４，８１０ｍ）を廃止し、起点を奈良市大和田町から奈良市八条五丁目に変更する。また、延長を約８，１１０ｍから約３，３００ｍに変更する。・路線の名称を「３・３・５大和田紀寺線」から「３・３・５八条紀寺線」に変更する。
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